
 

長野県（環境部）プレスリリース 平成 24年(2012年)５月 18日 

 

 

 

 
 

 

 

長野県では、震災に伴う原子力発電所の稼動停止による電力需給の逼迫に対応するため、県民総ぐるみの節電・省 

エネ運動「さわやか信州省エネ大作戦」を展開してきました。 

この夏についても、同様の節電・省エネ運動を行っていくことを予定していますが、それに先立ち、県内の事業者等

との連携・協働を推進し、県民、各界各層の取組を促進する観点から、自らの事業所等において先導的な節電等の実践

的取組と県民への節電等の普及啓発の取組を行う意欲的な事業者等を「信州省エネパートナー」として募集します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
環境部温暖化対策課環境管理係 

課長：中島恵理  係長：伊藤賢司 担当：坂田良二、桑山里美 

電話：026-235-7209（直通）  026-232-0111（代表） 内線2731 

FAX：026-235-7491 

E-mail：ontai@pref.nagano.lg.jp 

「信州省エネパートナー」を募集します 
～ さわやか信州省エネ大作戦 ～ 

 

１ 募集期間 

平成２４年５月１８日（金）から平成２５年２月２８日（木）まで 

２ 応募資格 

信州省エネパートナー登録基準に掲げる省エネ活動に取り組んでいただける事業者 

（事業者団体としての応募も可能です。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
３ 応募方法 

（１） 信州省エネパートナー宣言に、取り組んでいただく省エネ活動を記入し、持参又は郵送により１部提出して

ください。 

（２） 応募様式、要領、登録基準等は、長野県ホームページからダウンロードすることができます。 

http://www.pref.nagano.lg.jp/kankyo/ondanka/honbu/index.html 

４ 応募先・問い合わせ先 

   〒380-8570（住所記載不要） 長野県環境部 温暖化対策課 環境管理係 

   電話（直通）026-235-7209 

５ その他 

（１）宣言いただいた内容を審査の上、「信州省エネパートナー」として登録し、登録証を交付します。 

（２）県民や事業者の方々に対して、事業者等の名称・取組について県ホームページ等を通じて広くPRを行います。 

 

 

 

] 

省エネ活動とは、次の①、②及び③のうち、2 項目以上について、具体的な目標の設定や活動に
取り組んでいただくことです。 
 
① 事業所内における電力の削減数値目標の設定 

（例）ピークカットで、平成○○年比○○％（約○○○kWh）削減します。 

② 事業所内における取組・事業活動を通じての取組 
 （例）白熱灯を電球形蛍光ランプや LED照明に交換します。空調の設定温度を見直します。 

③ 県民に対する普及啓発活動 
 （例）店舗や折り込みチラシ等を通じて、節電・省エネ情報を発信します。 

http://www.pref.nagano.lg.jp/kankyo/ondanka/honbu/index.html

